
開所時間　10：00～15：00
　　　　　月～金（休み：祝日・年末年始
　　　　　　　・振替休日など ）
対 象 者　未就学児とその保護者 
　　　　　1家族1回100円必要です。　  　

鏡野町竹田177 『すまいる』
TEL＆FAX 0868-54-4035

お問い合せ先
鏡野町子育て支援センター
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☆豆まき

　　　　　建国記念の日
　　　　　振替休日

　　　　　バレンタインデー

★親子で工作

　　　
★うたとリズム　・子育て相談日
☆『おさわがせ隊』来所

★親子であそぼう

　
☆子育て研修会
・誕生会
☆食育セミナー
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2月の行事予定 2月2日（金）豆まき
11：30ごろ～
今年も『すまいる』に
怖ーい鬼たちが
やってくるぞー！
豆まきやゲームも。
みんなで楽しもう。

2月28日（水）食育セミナー
～栄養委員と一緒に野菜について考えよう～
11：00～11：50
楽しい紙芝居を見たり、
野菜の栄養効果について一緒に
考えよう！!  ブロッコリースプラウト
の種を蒔いて育ててみよう！

その他のイベントはセンターでチェックしてね

豆まき

どなたでも気軽にお越しくださいどなたでも気軽にお越しくださいどなたでも気軽にお越しください
鏡野町子育て支援センター鏡野町子育て支援センター鏡野町子育て支援センター鏡野町子育て支援センター

身体測定はいつでもできますのでスタッフに声をかけてください。

2月26日（月）子育て研修会
10：30～11：30
津山中央病院の小児科の先生が来所
します。子どものかかりやすい病気や
ケガとその対応について学びましょう。

主催：鏡野町愛育委員会

2月21日（水）
『おさわがせ隊』来所
11：00～11：50
どじょうすくいを踊ってくれます。
踊りを見たり、一緒に童謡を歌っ
たりして楽しく過ごしましょう。

http://genkids.org/（NPO法人元気ッズ）
「すまいる」の情報が見られます。　
Facebook（鏡野町子育て支援センター）

★親子で工作………16日（金）おひな様工作

★うたとリズム……20日（火）童謡や楽器と触れ合おう

★親子であそぼう…23日（金）小麦粉粘土

～催し物の案内・お知らせ～

■と　き：１月３１日（水）～２月１３日（火）
　　　　　 午前９時～午後５時（最終日は午後３時まで）
■ところ：ペスタロッチ館 １階 ギャラリー
■入場料：無料
■内　容：鏡野中学校で学んでいるシニアスクール生
　　　　　が授業で取り組んだ作品を 展示します。

鏡野町シニアスクール作品展

【お問い合せ先】鏡野町教育委員会 生涯学習課 電話（0868）54-7733 FAX（0868）54-3335
ペスタロッチ館は、月曜日と祝日を休館させていただいています。
ペスタロッチ館１階ギャラリーをご活用ください。

鏡野町ペスタロッチ館利用案内
　ペスタロッチ館には、ペスタロッチの活躍を解説したペスタロッチ
ルームがあります。図書館には、ペスタロッチコーナー、片岡鉄兵文学
コーナーもあります。郷土博物館（２階・入場無料）もお楽しみください。

…… 84席（可動式）コンサート、会議に利用
…… 20名程度の会議に利用
…… パソコン講座などに利用
…… 開放用パソコン３台設置
…… 写真、絵画などの作品展示に利用
…… 音楽の練習に利用
…… 講座、会議などに利用

ホ ー ル
会 議 室
パ ソ コ ン 教 室
メディアギャラリー
ギ ャ ラ リ ー
音 楽 ス タ ジ オ
体 験 学 習 室

（注１）入場料徴収加算料はコンサート等の入
場料が1,000円以上のとき、時間帯区
分に応じ、基本使用料の倍額とする。

（注２）パソコン教室でのパソコン使用料は、
1台あたり300円を加算する。ベヒシュ
タインピアノ使用料は、1件の申請につ
き3,080円を加算する。

※申請書は、町のホームページからダウンロ
ードできます。空き情報・予約は、お電話く
ださい。

区　分

ホール 4,110円
510円
1,540円

7,190円
1,020円
2,570円

7,190円
1,020円
2,570円

6,170円
820円
2,050円

10,280円
1,540円
3,590円

10,280円
1,540円
3,590円

音楽スタジオ
その他

町内住民（団体）
昼　間

4時間以内 18時～21時4時間を超え
8時間以内 4時間以内 18時～21時4時間を超え

8時間以内

夜　間
（8時30分から17時までの間の利用）

昼　間 夜　間
（8時30分から17時までの間の利用）

町外住民（団体）
使用料金（消費税含む）
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